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～法務局加茂出張所（登記所）の廃止、統合の準備進む～ 
存続を求める運動も実らず６月１６日から三条支局に統合 

法務省では、全国の登記所の廃止、統合を進めていますが、新潟地方法務局加茂出張所（登記所）がこの

廃止の対象になっています。加茂出張所が廃止され、三条支局に統合されますと市民や事業活動を行う皆さ

んは重大な影響を受けることになります。印鑑証明、登記手続きには、わざわざ三条市まで行かなければな

らず、司法書士の専門家に依頼する場合は、出張費等の今まで不要であった経費支出が見込まれます。 

このようなことから、昨年１１月に、小池市長、阿部商工会議所会頭ら関係団体代表１３名が法務省民事

局、地元選出国会議員等の関係個所を訪問、同加茂出張所の存続を求めた運動を行っておりましたが、この

３月３１日に新潟地方法務局から加茂市に対して、加茂出張所は廃止し、６月１６日から三条支局に統合す

る旨通知がありました。 

市では、引き続き存続の要望を続けるとしていますが、加茂出張所の窓口にはすでに、廃止、統合をＰＲ

するチラシが置かれ、司法書士の業界にもこのことが伝えられています。残念なことですが、加茂出張所の

廃止は現実的なものとなってきました。 
 

資金繰り円滑化借換保証制度（加茂市支援制度）のご案内 
２月１０日から新規に標記制度を国が制度化したことに伴い、加茂市では市内中小企業の皆さんがより一

層同制度を活用しやすいように、４月１日から加茂市の支援（融資）制度をスタートさせました。 

これは、信用保証協会の保証付借入金の借換えや複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することによ

り、中小企業者の月々の返済額軽減を行い、資金繰りの円滑化を図るものです。 

＊①融資限度額：中小企業金融安定化特別保証制度の借入残高並びに既往の加茂市制度融資の借入残高、

加茂市制度融資の新規借入可能額 ②貸付利率：年１．８％ ③融資期間：１０年（据置１年以内を含む）

以内④返済方法：原則として均等分割返済 ⑤信用保証料：加茂市が５０％補助 ⑥取扱金融機関：市内

金融機関、商工中金新潟支店、市内ＪＡ各支店 ⑦融資期間：平成１５年４月１日～平成１６年３月３１

日まで 
～借換保証の一例～ 

Ａ社の借入金 
①Ｈ１１年５月 １，０００万円（残高２０３万円）金融安定化保証制度 毎月１６．６万円（信保付） 

 ②Ｈ１２年８月 １，０００万円（残高４６８万円）金融安定化保証制度 毎月１６．６万円（信保付） 
 ③Ｈ１３年６月   ５００万円（残高３１３万円）加茂市産業育成資金 毎月 ８．５万円（信保付） 
 ④Ｈ１４年４月   ５００万円（残高３９８万円）国民生活金融公庫  毎月 ８．５万円（信保なし） 
＊  この場合、①と②は同一の制度融資であるため、残高の６７１万円を最長で１０年に延長でき、毎月

の返済額が①＋②＝３３．２万円→５．６万円に軽減できます。③の場合は①②との一本化はできませ

んが、単独で残高の３１３万円を同じく１０年に延長することで、８．５万円→２．６万円に軽減でき

ます。なお、この借換保証制度は国民生活金融公庫の借入金は該当しません。 
また、この制度は毎月の返済額を軽減することにより、その間に経営の改善を図ることを目的として

いる制度で、直近の返済が滞っていたり、税金の滞納があった場合は対象となりませんのでご留意くだ

さい。 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

当商工会議所では、国・県の中小企業施策を随時掲載し、経営革新・経営改善を図ろうとする会員企業の

皆様のお役に立つ情報を提供してまいります。 

http://www.kamocci.or.jp/town/
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金融インフォメーション  
 毎月、国民生活金融公庫三条支店並びに新潟県信用保証協会県央支店担当者による金融相談会を下記のと

おり開催しています。 

１．日時・場所 ５月２２日（木）午前１０時～午後３時まで 於：加茂商工会議所研修室 

２．必 要 書 類 ３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの） 

３．お 申 込 み ５月２０日（火）までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡ 

 

制   度   名 新利率 (％) 旧利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．１０ １．２０ 

≪マル経資金をご利用ください≫ 
当所で取り扱っています国民生活金融公庫「小企業

等経営改善資金（無担保・無保証人）」並びに「普通貸
付」の利率が４月１１日から変更になりました。 
詳しくは、当商工会議所（本件担当：／桑原、難波、

佐藤）まで。  
普  通  貸  付 １．４０ １．５０ 

 

＊企業情報検索サービス（全国各地の取引先の企業をお調べいたします）をご活用ください 
 当商工会議所では、民間信用調査機関とタイアップし企業調査や新規取引先の照会などをお調べし会員

事業所に情報提供を行っています｡現下の長引く不況の中で、既存取引先や新規取引予定企業の有効な情

報が得られます。経営上の与信管理の観点からも是非ご活用ください。 
・ 基本情報の主な内容・・・所在地、従業員数、資本金、株主構成、取引銀行、主力取引企業、

直近３ケ年の決算内容、最近の業況等 
・検索費用・・・１社１，２００円（実費）が必要となります。 
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：桑原、佐藤）まで。 

 

各種助成金のご案内 ～役に立つ助成金・給付金を見逃してはいませんか？～  
◎コミュニティビジネスの起業化支援 
 住民主体・地域密着型ビジネスの起業化を支援するために、そのビジネスプランの評価、アドバイスの他、

有望なプランに対し市場調査や起業に必要な初期経費の一部を助成します。 
◎新技術・新商品開発の支援 
 中小企業等が行う新技術開発や新商品開発等の経費の一部を助成します。 
◎創業に関する資金的支援 
・にいがた・ニュー・エジソン育成支援助成金 

  独創的な技術や事業アイデアをもとに、県内で創業をしようとする者に対して、創業期に必要な経費（事

業拠点開設費・事業促進費）の一部を助成します。 
 ・ＩＴベンチャー育成支援助成金 
  情報技術（ＩＴ）を活用した独創的な事業アイデアをもとに、県内で創業をしようとする者に対して、

創業期に必要な経費（事業拠点開設費・事業促進費）の一部を助成します。 
◎特定求職者雇用開発助成金 
高年齢者、障害者、母子家庭の母等、特に就職が困難な方を公共職業安定所の紹介により、雇い入れた事

業主に、その従業員の賃金の一部が助成されます。 
◎中小企業雇用創出人材確保助成金 
異なる業種への進出を果たしたり、新しく事業を起こしたりと、経営革新を行う中小企業事業主のための

助成制度で、創業などに伴い雇用した従業員の賃金を一定割合、最大６ヶ月分助成されます。 
◎雇用調整助成金（リストラなどでの解雇・失業を回避するための助成金です） 
景気の変動などで事業を縮小せざるを得なくなった事業主（最近６ヶ月の対前年同期比で、生産量１０％

以上減、雇用量不増の事業主）が、従業員に休業・教育訓練・出向などの雇用調整を行った場合に、休業

手当、賃金、出向者の賃金負担額の一部などが助成されます。 
◎新規・成長分野雇用創出特別奨励金 
 新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長分野で非自発的失業者等の雇用を増やすことを目的とした

助成金です。 
◎育児休業代替要員確保等助成金 
 育児休業取得者が育児休業終了後、原則として現職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で

育児休業取得者代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を現職に復帰させた場合に助成されます。 
＊ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：阿久津）まで。 
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加茂桐たんす・家具見本市開催のお知らせ  
 加茂の特産である『桐たんす』。加茂産地をアピールし、｢日本一の桐たんす｣＝｢加茂ブランド｣の確立や、

将来に向けて魅力ある産地にするために、下記日程のとおり加茂市で『木工見本市』が開催されます。是非、

足をお運びください。 

１．日 時：平成１５年５月１４日（水）～５月１５日（木）１０：００～１７：００ 

２．場  所：加茂市産業センターホール 

＊詳しい内容・お問合せは、加茂箪笥協同組合（TEL５２－０４４５）まで。 

 

「売れる店・ものづくり」セミナー開催のご案内 
主催：加茂商工会議所・「バーチャルタウン加茂」経営研究会 

当研究会では、経営資源の必要性と経営資源を活かした店づくり・ものづくりについてのセミナーを下記

のとおり開催します。どなたでも参加できますので、この機会にふるってご参加ください。 
１．日 時：平成１５年６月９日（月）１９：００～２１：００ 

２．場  所：加茂商工会議所会議室 

３．講  師：㈲ラフィネット総合企画 代表取締役 水井澄人 氏 

４．テ ー マ：お店の経営資源を活かした繁盛店づくり！ 

５．受 講 料：1 名 １，０００円（資料代） 

～「バーチャルタウン加茂」経営研究会メンバーは無料です～ 

 ６．申 込 み：６月６日（金）までに受講料を添えてお申込みください。 

※ お問い合わせ、お申込みは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／指導課難波、高畑）まで。 
 

平成１５年度加茂商工会議所パソコン教室第１期募集中！ 
〇会場・時間：加茂商工会議所 ２階パソコン教室 毎週月･水･金曜日の 18:30～20:30（1 回 120 分全 6 回） 
〇受講料：会員事業所の方／8,000 円､一般の方／10,000 円 〇テキスト料：①～⑦3,465 円⑧～⑨2,100 円 
〇講座名：①パソコン基礎②インターネット③ワード基礎④ワード応用⑤エクセル基礎⑥エクセル応用 

⑦ＨＰ作成⑧アクセス 2000(データベース)⑨パワーポイント(プレゼンテーション) 
日程  Ｄｺｰｽ 5/19(月)･21(水)･23(金)･26(月)･28(水)･30(金) 

E ｺｰｽ 6/2(月)･4(水)･6(金)･9(月)･11(水)･13(金)  
F ｺｰｽ 6/16(月)･18(水)･20(金)･23(月)･25(水)･27(金) 

☆教育訓練給付金 受講料の５割が国から支給されます☆ 便利な立替払い制度をご利用ください！ 
ＮＰＯパソコン教室では、厚生労働省認定の「教育訓練給付金制度対象コース」を実施中です。当所では、

この受講料の立替払いを行っています。今月から国の５割支給が始まりましたが、この機会にぜひご利用く

ださい。 
【対象】雇用保険完備の会社で５年以上働いている方。または雇用保険完備の会社で５年以上働いていたこ

とがあって､離職してから１年以内の方（複数の会社で勤務していた合計が５年以上であれば対象

となります）。 
コース内容 受講料 自己負担額（５０％相当） 
ワード検定コース（８０回） ２５３，５７５円 １２６，７８８円 
エクセル検定コース（８０回） ２５７，０３０円 １２８，５１５円 
日商総合検定コース（１２０回） ３６２，５５５円 １８１，２７７円 

※ 受講料は全額を事前に支払うこととなっていますが､その５割を一旦当所が立替えいたします。後日、

国から給付金が支給されましたら当所へご返還いただきます｡ 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／指導課：近藤）まで。 

 

電子メールによる「会員情報」送信のお知らせ 
～アドレスをお持ちの方には、メールでご案内しております｡～ 

当商工会議所では、毎月発行の「会員情報」をＦＡＸ又は郵送にて各事業所へ送付しておりますが、新た

にメールによるご案内も追加しております。メールによる配信を希望される事業所は下記のとおりメールに

てご連絡いただきますようお願い申し上げます。次号からメールにて配信いたします。 
・メールアドレス：info@kamocci.or.jp 
・記載内容：ご連絡メールアドレス／事業所名／連絡先氏名 

mailto:info@kamocci.or.jp
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講師派遣のご案内 ～職場の健康づくりを応援します～         
(財)新潟県社会保険協会では、「健康で明るい人づくり・職場づくり」のために相談内容に応じた適切な講

師を直接皆さんの職場へ派遣し、大変活用いただいております。費用は無料となっておりますので是非ご利

用ください。 
①医師による指導講習…生活習慣病やメンタルヘルス、職場の健康管理などの講演や講話。 
②保健士・栄養士による健康相談…健康管理や食事と健康の講話や相談。 
③体育専門家による講習会…「運動と健康」や実技指導講習会など。 
④健康づくりビデオテープを取り揃えてあります…ご希望の方にビデオリストをお送りします。 

＊詳しい資料をご希望の方は、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：堀川、桑原）まで。 
 

定期健康診断のご案内 ～受診料の一部を商工会議所が補助します～  
 従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられています。企業発展のためには従業員の健康管理が

大切となります。当所では、より受診しやすいよう次のとおり受診料の一部補助を行っていますので、この

機会に従業員全員が受診されますようご案内申し上げます。 
１．対 象 者     加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
２．健診機関・日時 

実 施 機 関       健 診 日 時         

(社)新潟県労働衛生医学協会 
TEL025-370-1960 

①５月１９日（月） ②５月２７日（火） 
（午前９：００～１１：００、午後１：００～３：００） 
①は午前中のみ ②は午後のみ ＊６月以降も予定しています。 

(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             
TEL025-283-3939 

①５月２３日（金） ②６月２４日（火） 
（午前８：３０～１１：３０､午後１：００～３：００） 

３．場  所  加茂市産業センター 
４．受診コース（税込み） 

① 政府管掌生活習慣病検診（３５歳以上）           ５，８８０円 
② Ａコース（全員対象）                   ６，９３０円 
③ Ｂコース（３５歳未満、３６～３９歳で医師が認めた場合）  ２，３１０円 

※ ①生活習慣病検診は大変お得なコースで､胃ガン､大腸ガン検診等内容が充実している他､社会保険庁

からの補助が導入されており､格安の料金設定となっています｡（(財)社会保険健康事業財団新潟支部か

ら受診の承認を受ける必要があります） 
※ ②、③は当所より１，０００円補助した特別料金です。 

５．申込方法 当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：堀川、桑原）まで電話でご連絡ください。 
 

人間ドックの受診料も補助いたします～ますます充実アップ～      
当商工会議所では、４月から下記健診機関で実施される人間ドックについても、より受診しやすいよう、

会員事業所対象に１名につき 2,000 円を補助しております。通常の人間ドックを受診する場合、受診料は約

38,000～40,000 円程度の受診料がかかりますが（社会保険加入事業所及び国民健康保険加入事業所には社会

保険、または市から一定の助成あり）、そこから 2,000 円割引となります。 
低料金で人間ドックが受診できますので、是非ご利用ください。 

１．健診機関  (社)新潟県労働衛生医学協会（新潟健康増進センター、岩室健康増進センター他） 
(社)新潟県健康管理協会、 （健康会館、県庁隣り） 

２．対 象 者      加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
＊ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：堀川、桑原）まで。 
･･･････････････････････････････････････ ･････････････････････････････････････キリトリセン  

人間ドック受診申込書 
加茂商工会議所（業務課：堀川、桑原）宛（FAX：５２－４１００） 
 
 事業所名：         担当者名：     
 

氏 名 性別 生年月日 氏 名 性別 生年月日 
 男・女   男・女  
 男・女   男・女  

＊人数が多い場合は申込書をコピーの上お申込みください。 


